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(57)【要約】
【課題】スループットの向上を図ることができる通信装
置及び中継装置を提供すること
【解決手段】本発明に係る通信装置は、他の通信装置と
通信を行うための複数のアンテナ１１ａ～１１ｄと、周
辺に人が存在することを検出する人感センサ１１２と、
人感センサ１１２から人検出に関する情報Ｊ１を取得し
、他の通信装置から他の通信装置の有無に関する情報Ｊ
２とを取得する取得部１１９と、情報Ｊ１と情報Ｊ２と
に基づいて複数のアンテナ１１ａ～１１ｄの配分を制御
する制御部１１３と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他の通信装置と通信を行うための複数のアンテナと、
　周辺に人が存在することを検出する第１人感センサと、
　前記第１人感センサから人検出に関する第１情報を取得し、前記他の通信装置から前記
他の通信装置の有無に関する第２情報を取得する取得部と、
　前記第１情報と前記第２情報とに基づいて前記複数のアンテナの配分を制御するアンテ
ナ配分制御部と、
　を備えた通信装置。
【請求項２】
　前記他の通信装置は、第２通信装置及び第３通信装置の少なくとも一方を含み、
　前記第１情報は、前記周辺に人が前記第３通信装置を所有して存在することにより検出
され、
　前記第２情報は、前記第２通信装置から取得される、
　請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記他の通信装置は、周辺に人が存在することを検出する第２人感センサを有する第２
通信装置であり、
　前記取得部は、前記第２人感センサから人検出に関する第３情報を取得し、
　前記アンテナ配分制御部は、前記第２情報が前記他の通信装置が有りの場合、前記第１
情報と前記第３情報とに基づいて前記複数のアンテナの配分を決定する、
　請求項１に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記他の通信装置は、第３通信装置であり、
　前記取得部は、前記第３通信装置の数に関する第４情報を取得し、
　前記アンテナ配分制御部は、前記第２情報が前記他の通信装置が有りの場合、前記第１
情報と前記第４情報とに基づいて前記複数のアンテナの配分を決定する、
　請求項１に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記アンテナ配分制御部は、
　前記第２情報が前記他の通信装置が有りの場合、前記複数のアンテナのうち前記他の通
信装置が要求するアンテナの本数、又は、前記他の通信装置が前記通信装置に配分したの
と同数のアンテナの本数を前記他の通信装置に配分する、
　請求項１～４のいずれか１つに記載の通信装置。
【請求項６】
　前記アンテナ配分制御部は、
　前記第１情報が人の検出が有りで前記第３情報が人の検出が無しの場合、前記複数のア
ンテナのうちｎ本（ｎは自然数）を前記第２通信装置に配分する、
　請求項３に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記アンテナ配分制御部は、
　前記第１情報が人の検出が有りで前記第３情報が人の検出が有りの場合、前記ｎ本より
も多くのアンテナを前記第２通信装置に配分する、
　請求項６に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記アンテナ配分制御部は、
　前記第１情報が人の検出が無しの場合、前記複数のアンテナの全てを前記第２通信装置
に配分する、
　請求項６又は７に記載の通信装置。
【請求項９】
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　周辺の明るさを検出する第１照度センサをさらに備え、
　前記他の通信装置は、前記他の通信装置の周辺の明るさを検出する第２照度センサを有
し、
　前記取得部は、前記第１照度センサから明るさに関する第５情報を取得し、前記第２照
度センサから明るさに関する第６情報を取得し、
　前記アンテナ配分制御部は、前記第２情報が前記他の通信装置が有りの場合、前記第１
情報と前記第３情報と前記第５情報と前記第６情報とに基づいて前記複数のアンテナの配
分を決定する、
　請求項３に記載の通信装置。
【請求項１０】
　他の通信装置と通信を行うための複数のアンテナと、
　周辺に人が存在することを検出する第２人感センサと、
　前記第２人感センサから人検出に関する第２情報を取得し、前記他の通信装置に含まれ
る第１人感センサから前記他の通信装置の周辺の人検出に関する第１情報又は前記他の通
信装置のアンテナ配分に関するアンテナ配分情報を取得する取得部と、
　前記第２情報又は前記アンテナ配分情報と、前記第１情報と、に基づいて前記複数のア
ンテナの配分を制御するアンテナ配分制御部と、
　を備えた中継装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信装置及び中継装置に関するものであり、特に、複数のアンテナを制御し
て中継装置や端末装置などを含む他の通信装置と通信可能な通信装置、その通信装置と通
信を行う中継装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線ＬＡＮ（Local Area Network）親機と、スマートフォン、ＰＣ(Personal Computer
)、無線ＬＡＮ中継機などの無線ＬＡＮクライアントとのＭＵ－ＭＩＭＯ(Multi User Mul
ti Input Multi Output)による無線通信においては、送信アンテナの数と受信アンテナの
数を同じ数に制御して通信が行われるため、無線ＬＡＮ親機がこれらの無線ＬＡＮクライ
アントに対して最適にアンテナを配分することが難しかった。無線ＬＡＮ親機が無線ＬＡ
Ｎクライアントに配分したアンテナ数と無線ＬＡＮクライアントのアンテナ数とが異なる
場合、全ての無線ＬＡＮクライアントに同時にデータを送信することができずに時系列に
２回以上に分けてデータを送信していた。これにより、スループットが低下するという問
題があった。
【０００３】
　特許文献１には、Ｌ個のアンテナと、Ｌ個のアンテナのそれぞれへの物体の近接度合い
を検知する検知部と、Ｌ個のアンテナのうちのＭ（Ｍ＜Ｌ）個のアンテナからなる複数の
組み合わせのそれぞれの優先順位を記憶する記憶部と、検知部における検知結果と、記憶
部に記憶された優先順位とに基づいて複数の組み合わせのうちのいずれかを選択する制御
部と、Ｌ個のアンテナのうち、制御部にて選択された組み合わせのＭ個のアンテナを動作
させる切替部とを有する無線装置が開示されている。
【０００４】
　特許文献２には、情報ユニット上でドライバソフトウェアを実行するステップと、マル
チチャネル無線ユニット上でファームウェアコードを実行するステップと、利用可能なチ
ャネルに対するネットワーク環境をスキャンするステップと、該ネットワーク環境内の利
用可能なアクセスポイントのリストを生成するステップと、カスタムメソッドに基づいて
複数の利用可能なアクセスポイントを選択するステップと、全ての選択されたアクセスポ
イントとの複数の同時無線接続を確立するステップと、該高スループットのマルチチャネ
ルワイヤレスネットワーククライアント装置と、該ネットワークとの間でデータを交換す
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るステップと、理想的な一組の同時無線接続を継続的に保持するステップとを含む、方法
が開示されている。
【０００５】
　特許文献３には、人の存在を検知するセンサに反応がない場合は無線ルータをスリープ
状態にし、センサに反応がある場合は無線ルータのスリープ状態を解除することが開示さ
れている。
【０００６】
　特許文献４には、無線ＬＡＮ端末が接続されていなければＷＡＮ側の無線通信回線の接
続部を休止させ、省電力動作に設定する無線中継装置が開示されている。
【０００７】
　特許文献５には、エリア内の全ての移動通信装置と無線通信が可能な最小限の台数の無
線ルータのみを起動し、それ以外の無線通信ルータの少なくとも送信部及び受信部を休止
させる無線通信ルータ制御方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１２－２２２５５３号公報
【特許文献２】特表２００８－５１２０４９号公報
【特許文献３】特開２０１４－１７６０３１号公報
【特許文献４】特開２０１２－１０２８１号公報
【特許文献５】特開２０１４－１７６４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述のように、無線ＬＡＮ親機と無線ＬＡＮクライアントとのＭＵ－ＭＩＭＯによる無
線通信においては、無線ＬＡＮ親機がこれらの無線ＬＡＮクライアントに対して最適にア
ンテナを配分することが難しく、スループットが低下するという問題があった。
【００１０】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであり、スループットの向
上を図ることができる通信装置及び中継装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る通信装置は、他の通信装置と通信を行うための複数のアンテナと、周辺に
人が存在することを検出する第１人感センサと、前記第１人感センサから人検出に関する
第１情報を取得し、前記他の通信装置から前記他の通信装置の有無に関する第２情報を取
得する取得部と、前記第１情報と前記第２情報とに基づいて前記複数のアンテナの配分を
制御するアンテナ配分制御部と、を備える。
【００１２】
　本発明に係る中継装置は、他の通信装置と通信を行うための複数のアンテナと、周辺に
人が存在することを検出する第２人感センサと、前記第２人感センサから人検出に関する
第２情報を取得し、前記他の通信装置に含まれる第１人感センサから前記他の通信装置の
周辺の人検出に関する第１情報又は前記他の通信装置のアンテナ配分に関するアンテナ配
分情報を取得する取得部と、前記第２情報又は前記アンテナ配分情報と、前記第１情報と
、に基づいて前記複数のアンテナの配分を制御するアンテナ配分制御部と、を備える。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、スループットの向上を図ることができる通信装置及び中継装置を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
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【図１】実施の形態１に係る無線ＬＡＮ親機を例示するブロック図である。
【図２】実施の形態１に係るシステムを例示するブロック図である。
【図３】実施の形態１に係るシステムを例示するブロック図である。
【図４】実施の形態１に係るシステムを例示するブロック図である。
【図５】実施の形態１に係るシステムの場合分けを例示した図である。
【図６】実施の形態１に係るシステムの動作を例示したフローチャートである。
【図７】実施の形態１に係るシステムの動作を例示したフローチャートである。
【図８】実施の形態１の比較例に係るシステムを例示するブロック図である。
【図９】実施の形態２に係るシステムを例示するブロック図である。
【図１０】実施の形態２に係るシステムを例示するブロック図である。
【図１１】実施の形態２に係るシステムを例示するブロック図である。
【図１２】実施の形態２に係るシステムを例示するブロック図である。
【図１３】実施の形態２に係るシステムを例示するブロック図である。
【図１４】実施の形態２に係るシステムの場合分けを例示した図である。
【図１５】実施の形態２に係るシステムの動作を例示したフローチャートである。
【図１６】実施の形態２に係るシステムの動作を例示したフローチャートである。
【図１７】実施の形態３に係るシステムを例示するブロック図である。
【図１８】実施の形態３に係るシステムを例示するブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　［実施の形態１］
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
【００１６】
　図１は、実施の形態１に係る無線ＬＡＮ親機を例示するブロック図である。　
【００１７】
　図１に示すように、無線ＬＡＮ親機１１は、複数のアンテナ１１ａ～１１ｄと、人感セ
ンサ１１２と、取得部１１９と、制御部１１３と、を備える。複数のアンテナ１１ａ～１
１ｄは、無線ＬＡＮ中継機２１及び端末装置５１の少なくとも一方を含む他の通信装置と
通信を行うために使用される。人感センサ１１２は、無線ＬＡＮ親機１１の周辺に人が存
在することを検出する。取得部１１９は、人感センサ１１２から人検出に関する情報Ｊ１
を取得する。情報Ｊ１は、無線ＬＡＮ親機１１の周辺に人が端末装置５１を所有して存在
することにより検出される。また、取得部１１９は、無線ＬＡＮ中継機２１から無線ＬＡ
Ｎ中継機２１の有無に関する情報Ｊ２を取得する。制御部１１３は、情報Ｊ１と情報Ｊ２
とに基づいて複数のアンテナ１１ａ～１１ｄの配分を制御する。
【００１８】
　続いて、無線ＬＡＮ親機を含むシステムについて詳細に説明する。
　先ず、人感センサ１１２と後述する人感センサ２１２が「人あり」を検出した場合につ
いて説明する。　
　図２は、実施の形態１に係るシステムを例示するブロック図である。
【００１９】
　図２に示すように、建物の１階には、無線ＬＡＮ親機１１と、例えばスマートフォンの
ような端末装置５１と端末装置５２とが配置される。建物の２階には、無線ＬＡＮ中継機
２１と、例えばＰＣのような情報端末装置６１とが配置される。無線ＬＡＮ親機１１は、
無線ＬＡＮ中継機２１や端末装置５１と通信を行う通信装置である。また、無線ＬＡＮ中
継機２１は、端末装置と無線ＬＡＮ親機との通信を中継する中継装置である。無線ＬＡＮ
親機１１及び無線ＬＡＮ中継機２１は、例えば、無線ＬＡＮルータ装置である。
【００２０】
　無線ＬＡＮ親機１１は、モード切替部１１１と人感センサ１１２と取得部１１９と制御
部１１３と無線インターフェース部１１４と記憶部１１５とＷＡＮ(Wide Area Network)
ポート１１６とＬＡＮポート１１７と４本のアンテナ１１ａ～１１ｄとを備える。無線Ｌ
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ＡＮ親機１１は、ＷＡＮポート１１６を介して、インターネット網８１に接続される。な
お、無線ＬＡＮ親機１１は、モード切替部１１１により無線ＬＡＮ中継機に切り替えるこ
とができる。
【００２１】
　無線ＬＡＮ親機１１は、ＷＡＮポート１１６によりインターネット網８１と接続され、
ＬＡＮポート１１７により、例えばＰＣ等の情報端末装置と接続することができる。人感
センサ１１２は、無線ＬＡＮ親機１１の周辺の人の存在を検出する。無線ＬＡＮ親機１１
は、無線ＬＡＮ中継機２１及び端末装置５１の少なくとも一方を含む他の通信装置と通信
を行うための複数のアンテナ１１ａ～１１ｄを介して通信を行う。
【００２２】
　取得部１１９は、人感センサ１１２から人検出に関する情報Ｊ１を取得する。また、取
得部１１９は、無線ＬＡＮ中継機２１から無線ＬＡＮ中継機２１の有無に関する情報Ｊ２
を取得する。無線ＬＡＮ中継機２１の有無に関する情報Ｊ２は、例えば、無線ＬＡＮ親機
１１からブロードキャスト信号を送信し、そのレスポンスがあった場合、無線ＬＡＮ中継
機２１が有りと判断してもよい。
【００２３】
　無線ＬＡＮ親機１１の制御部１１３は、モード切替部１１１を制御して無線ＬＡＮ親機
１１を親機モードＭ１又は中継機モードＭ２に切り替え制御する。この例では、無線ＬＡ
Ｎ親機１１は親機モードＭ１に設定されている。
【００２４】
　また、制御部１１３は、取得部１１９が取得した情報Ｊ１と情報Ｊ２とに基づいて複数
のアンテナ１１ａ～１１ｄの配分を制御する。すなわち、制御部１１３は、人感センサ１
１２からの情報に応じて無線インターフェース部１１４に接続されたアンテナ１１ａ、１
１ｂ、１１ｃ及び１１ｄの中から無線ＬＡＮ中継機２１に無線接続するアンテナを選択し
、無線ＬＡＮ中継機２１に無線接続するアンテナの数を制御する。この例では、人感セン
サ１１２が「人あり」を検出したので、無線ＬＡＮ親機１１の４本のアンテナのうち、２
本のアンテナが無線ＬＡＮ中継機２１との通信のために選択される。無線ＬＡＮ親機１１
のアンテナ１１ａと１１ｂとが選択され、無線ＬＡＮ中継機２１のアンテナ２１ａと２１
ｂとが選択され、各々２本の組み合わせで無線接続されている。また、無線ＬＡＮ親機１
１のアンテナ１１ｃは端末装置５１のアンテナ５１ａと、無線ＬＡＮ親機１１のアンテナ
１１ｄは端末装置５２のアンテナ５２ａと、それぞれ無線接続される。
【００２５】
　無線ＬＡＮ中継機２１は、モード切替部２１１と人感センサ２１２と取得部２１９と制
御部２１３と無線インターフェース部２１４と記憶部２１５とＷＡＮポート２１６とＬＡ
Ｎポート２１７と４本のアンテナ２１ａ～２１ｄとを備える。なお、無線ＬＡＮ中継機２
１は、モード切替部２１１により、無線ＬＡＮ親機にも切り替えることができる。
【００２６】
　無線ＬＡＮ中継機２１の制御部２１３は、モード切替部１１１を制御して無線ＬＡＮ中
継機２１を親機モードＭ１又は中継機モードＭ２に切り替え制御する。この例では、無線
ＬＡＮ中継機２１は中継機モードＭ２に設定されている。人感センサ２１２は、無線ＬＡ
Ｎ親機１１の周辺の人の存在を検出する。無線ＬＡＮ中継機２１は、無線ＬＡＮ親機１１
及び情報端末装置６１の少なくとも一方を含む他の通信装置と通信を行うための複数のア
ンテナ２１ａ～２１ｄを介して通信を行う。取得部２１９は、人感センサ２１２から人検
出に関する情報Ｊ３を取得する。また、取得部２１９は、人感センサ１１２から人検出に
関する情報Ｊ１を取得する。また、取得部２１９は、無線ＬＡＮ親機１１のアンテナ配分
に関するアンテナ配分情報を取得してもよい。
【００２７】
　無線ＬＡＮ中継機２１の制御部２１３は、情報Ｊ１と情報Ｊ３とに基づいて複数のアン
テナ２１ａ～２１ｄの配分を制御する。すなわち、制御部２１３は、人感センサ２１２か
らの情報に応じて無線インターフェース部２１４に接続されたアンテナ２１ａ、２１ｂ、



(7) JP 2017-183984 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

２１ｃ及び２１ｄの中から無線ＬＡＮ親機１１に無線接続するアンテナを選択し、無線Ｌ
ＡＮ親機１１に無線接続するアンテナの数を制御する。この例では、人感センサ２１２が
「人あり」を検出したので、無線ＬＡＮ中継機２１の４本のアンテナのうち、２本のアン
テナが無線ＬＡＮ親機１１との通信のために選択される。そして、この例では、無線ＬＡ
Ｎ中継機２１のアンテナ２１ａと２１ｂとが無線ＬＡＮ親機１１との通信のために選択さ
れる。また、無線ＬＡＮ中継機２１の制御部２１３は、情報Ｊ１の代わりに前記アンテナ
配分情報を使用して、複数のアンテナ２１ａ～２１ｄの配分を制御してもよい。すなわち
、無線ＬＡＮ中継機２１の制御部２１３は、情報Ｊ１又は前記アンテナ配分情報と、情報
Ｊ３と、に基づいて複数のアンテナ２１ａ～２１ｄの配分を制御してもよい。
【００２８】
　また、制御部１１３は、情報Ｊ２が他の通信装置が有りの場合、情報Ｊ１と情報Ｊ３と
に基づいて複数のアンテナ１１ａ～１１ｄの配分を制御してもよい。なお、人感センサ２
１２から人検出に関する情報Ｊ３は、取得部１１９が取得する。
【００２９】
　また、取得部１１９は、端末装置５１や５２などの数に関する情報Ｊ４を取得する。情
報Ｊ４は、例えば、無線ＬＡＮ親機１１からブロードキャスト信号を送信し、そのレスポ
ンスがあった数を端末装置の数としてもよい。そして、制御部１１３は、情報Ｊ２が他の
通信装置が有りの場合、情報Ｊ１と情報Ｊ４とに基づいて複数のアンテナ１１ａ～１１ｄ
の配分を制御してもよい。
【００３０】
　図２に示すように、１階に配置された無線ＬＡＮ親機１１と、２階に配置された無線Ｌ
ＡＮ中継機２１との間で無線接続（帰属）が実施される。無線ＬＡＮ親機１１は、ＭＵ－
ＭＩＭＯ機能を有し、無線ＬＡＮ中継機２１も、ＭＵ－ＭＩＭＯ機能を有する。無線ＬＡ
Ｎ親機１１と無線ＬＡＮ中継機２１との間の無線接続は、例えばＷｉ―Ｆｉ等の一般的な
無線ＬＡＮのシーケンスにより実施する。
【００３１】
　無線ＬＡＮ親機１１の人感センサ１１２が無線ＬＡＮ親機１１の周辺に人が存在するこ
とを検出し、無線ＬＡＮ中継機２１の人感センサ２１２が無線ＬＡＮ中継機２１の周辺に
人が存在することを検出した場合、無線ＬＡＮ親機１１と無線ＬＡＮ中継機２１との間の
通信で使用するアンテナの数をそれぞれ２本に減らす制御を行う。この例では、無線ＬＡ
Ｎ親機１１と無線ＬＡＮ中継機２１との間の通信で使用するアンテナとして、アンテナ１
１ａと１１ｂと２１ａと２１ｂとが選択される。制御部１１３は、情報Ｊ１が人の検出が
有りで情報Ｊ３が人の検出が有りの場合、例えば、２本のアンテナを無線ＬＡＮ中継機２
１に配分する。
【００３２】
　また、建物の１階には、ＭＵ－ＭＩＭＯ機能を有しアンテナ５１ａを備えた端末装置５
１と、ＭＵ－ＭＩＭＯ機能を有しアンテナ５２ａを備えた端末装置５２と、が配置されて
いる。ＭＵ－ＭＩＭＯ機能により、無線ＬＡＮ親機１１のアンテナ１１ｃと端末装置５１
のアンテナ５１ａとが１対１で無線接続される。同様に、無線ＬＡＮ親機１１のアンテナ
１１ｄと端末装置５２のアンテナ５２ａとが無線接続される。
【００３３】
　ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送においては、送信アンテナ本数と受信アンテナ本数は同じ本数であ
ることが望ましい。従って、アクセスポイント側である無線ＬＡＮ親機１１のアンテナ総
数と、クライアント側である無線ＬＡＮ中継機２１、端末装置５１、端末装置５２のアン
テナ総数が４本と等しくなるようにアンテナ本数を、制御部１１３により制御する。その
結果、ＭＵ－ＭＩＭＯによる同時データ通信が可能となる。なお、この通信をグループ１
のＭＵ－ＭＩＭＯ通信という。
【００３４】
　また、建物の２Ｆには、ＭＵ－ＭＩＭＯ機能を有し、アンテナ６１ａと６１ｂとを備え
た情報端末装置６１が配置されている。情報端末装置６１は、アンテナ６１ａと６１ｂの
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２本のアンテナを有している。このため、無線ＬＡＮ中継機２１と情報端末装置６１との
間の通信に使用されるアンテナ本数が２本に減ったとしても、データ伝送効率は低下しな
い。なお、この通信をグループ３のＭＵ－ＭＩＭＯ通信という。無線ＬＡＮ中継機２１の
通信において、グループ１のＭＵ－ＭＩＭＯ通信とグループ３のＭＵ－ＭＩＭＯ通信は、
時系列に切り替えて行われる。
【００３５】
　次に、人感センサ１１２が「人あり」を検出し、人感センサ２１２が「人なし」を検出
した場合について説明する。　
　図３は、実施の形態１に係るシステムを例示するブロック図である。　
　図３は、人感センサ１１２が「人あり」を検出し、人感センサ２１２が「人なし」を検
出した場合のアンテナ制御を例示する。
【００３６】
　図３に示すように、無線ＬＡＮ親機１１の人感センサ１１２が周辺に「人あり」を検出
し、無線ＬＡＮ中継機２１の人感センサ２１２が周辺に「人なし」を検出した場合、無線
ＬＡＮ親機１１と無線ＬＡＮ中継機２１との通信で使用されるアンテナの数を１本に減ら
す制御を行う。この例では、無線ＬＡＮ親機１１はアンテナ１１ａが選択され、無線ＬＡ
Ｎ中継機２１はアンテナ２１ａが選択されている。無線ＬＡＮ中継機２１の周辺に人が存
在しないということは、人が使用する端末装置や情報端末装置も存在しない。このため、
無線ＬＡＮ中継機２１を介して端末装置にデータを伝送する必要がない。従って、無線Ｌ
ＡＮ親機１１と無線ＬＡＮ中継機２１との通信で使用されるアンテナの数を１本に減らす
。人感センサ１１２及び人感センサ２１２が周辺に「人あり」を検出した場合に比べて、
無線ＬＡＮ中継機２１に配分するアンテナの数を少なくする。制御部１１３は、情報Ｊ１
が人の検出が有りで情報Ｊ３が人の検出が無しの場合、例えば、１本のアンテナを無線Ｌ
ＡＮ中継機２１に配分する。
【００３７】
　この例では、１階にはＭＵ－ＭＩＭＯ機能を有し、アンテナ５１ａを備える端末装置５
１と、ＭＵ－ＭＩＭＯ機能を有し、アンテナ５２ａを備える端末装置５２と、ＭＵ－ＭＩ
ＭＯ機能を有し、アンテナ５３ａを備える端末装置５３と、が配置されている。ＭＵ－Ｍ
ＩＭＯ機能により、無線ＬＡＮ親機１１のアンテナ１１ｃと端末装置５１のアンテナ５１
ａとが、アンテナ１１ｄとアンテナ５２ａとが、アンテナ１１ｂとアンテナ５３ａとが、
それぞれに１対１に無線接続される。
【００３８】
　このアンテナ制御により、アクセスポイント側である無線ＬＡＮ親機１１のアンテナ総
数と、クライアント側である無線ＬＡＮ中継機２１、端末装置５１、端末装置５２、端末
装置５３のアンテナ総数が、それぞれ４本と等しくなる。これにより、ＭＵ－ＭＩＭＯに
よる同時データ通信が可能になる。
【００３９】
　この場合、２階には人が存在しないことが人感センサ２１２によりわかっている。つま
り、無線ＬＡＮ中継機２１と通信する端末装置や情報端末装置は存在しない。人が存在す
る１階により多くのアンテナを配分するため、無線ＬＡＮ親機１１は、４本のアンテナの
うち３本のアンテナを１階の端末装置に配分する制御を行う。
【００４０】
　次に、人感センサ１１２が「人なし」、人感センサ２１２が「人あり」を検出した場合
、又は、人感センサ１１２が「人なし」、人感センサ２１２が「人なし」を検出した場合
について説明する。　
　図４は、実施の形態１に係るシステムを例示するブロック図である。　
　図４は、人感センサ１１２が「人なし」を検出し、人感センサ２１２が「人あり」を検
出した場合のアンテナ制御を例示する。
【００４１】
　図４に示すように、無線ＬＡＮ親機１１の人感センサ１１２が「人なし」、無線ＬＡＮ
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中継機２１の人感センサ２１２が「人あり」を検出した場合、無線ＬＡＮ中継機２１とＭ
Ｕ－ＭＩＭＯ通信を行う端末装置や情報端末装置は存在するが、無線ＬＡＮ親機１１と通
信を行う端末装置や情報端末装置は存在しない。この場合には、無線ＬＡＮ親機１１と無
線ＬＡＮ中継機２１との通信にそれぞれ４本のアンテナを配分する。このようにアンテナ
を配分しても、１階には端末装置や情報端末装置が存在しないので、１階におけるデータ
通信の非効率化は発生しない。このようにして、無線ＬＡＮ親機１１と無線ＬＡＮ中継機
２１との間において、それぞれ４本のアンテナが配分されてＭＵ－ＭＩＭＯ伝送が行われ
る。また、無線ＬＡＮ中継機２１の２本のアンテナと情報端末装置６１の２本のアンテナ
とが無線接続される。この例では、無線ＬＡＮ中継機２１の２本のアンテナは、アンテナ
２１ｃと２１ｄである。情報端末装置６１の２本のアンテナは、アンテナ６１ａと６１ｂ
である。そして、無線ＬＡＮ親機１１と無線ＬＡＮ中継機２１とのグループ１のＭＵ－Ｍ
ＩＭＯ通信と、無線ＬＡＮ中継機２１と情報端末装置６１とのグループ３のＭＵ－ＭＩＭ
Ｏ通信とは、時系列に行われる。
【００４２】
　また、１階に配置された無線ＬＡＮ親機１１の人感センサ１１２が「人なし」であり、
２階に配置された無線ＬＡＮ中継機２１の人感センサ２１２も「人なし」である場合、無
線ＬＡＮ親機１１及び無線ＬＡＮ中継機２１と通信を行う端末装置や情報端末装置が存在
しない。アンテナを端末装置や情報端末装置に配分する必要はない。従って、無線ＬＡＮ
親機１１と無線ＬＡＮ中継機２１との通信にそれぞれ４本のアンテナを配分する。制御部
１１３は、情報Ｊ１が人の検出が無しの場合、複数のアンテナ１１ａ～１１ｄの全てを無
線ＬＡＮ中継機２１に配分する。
【００４３】
　ここで、実施の形態１に係るシステムについてまとめる。　
　図５は、実施の形態１に係るシステムの場合分けを例示した図である。　
　図５は、人感センサ１１２部及び人感センサ２１２の「人あり、人なし」を条件とする
。
【００４４】
　図５に示すように、人感センサ１１２及び人感センサ２１２がそれぞれ「人あり」を検
出した場合、前述の図２において説明したようなアンテナ制御を行う。また、人感センサ
１１２が「人あり」を検出し、人感センサ２１２が「人なし」である場合、前述の図３に
おいて説明したようなアンテナ制御を行う。また、人感センサ１１２が「人なし」であり
、人感センサ２１２が「人あり」を検出した場合、前述の図４において説明したようなア
ンテナ制御を行う。また、人感センサ１１２が「人なし」であり、人感センサ２１２が「
人なし」である場合、前述の図４において説明したようなアンテナ制御を行う。
【００４５】
　次に、実施の形態１に係るシステムの動作について説明する。　
　図６は、実施の形態１に係るシステムの動作を例示したフローチャートである。　
　図７は、実施の形態１に係るシステムの動作を例示したフローチャートである。
【００４６】
　実施の形態１に係る無線ＬＡＮ親機１１は、モード切替部１１１により無線ＬＡＮ中継
機２１に変更することができる。このため、無線ＬＡＮ親機１１親機の動作と無線ＬＡＮ
中継機２１の動作を共に説明する。先ず、無線ＬＡＮ親機１１が親機モードＭ１で起動し
た場合の動作について説明する。
【００４７】
　図６に示すように、無線ＬＡＮ親機１１のモード切替部１１１の状態を検出してモード
を確認する（ステップＳ１０１）。無線ＬＡＮ親機１１が親機モードＭ１であると判定さ
れた場合（ステップＳ１０２Ｙｅｓ）、親機モードＭ１で起動する（ステップＳ１０３）
。
【００４８】
　次に、例えば、無線ＬＡＮ中継機２１や端末装置５１等の他の通信装置があるかどうか
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を確認する（ステップＳ１５１）。他の通信装置が無い場合（ステップＳ１５１Ｎｏ）、
無線ＬＡＮ親機１１の人感センサ１１２が人を検出しているかを判定する（ステップＳ１
５２）。ステップＳ１５２において、人感センサ１１２が人を検出しなかった場合（ステ
ップＳ１５２Ｎｏ）、無線ＬＡＮ親機１１を休止モードに設定する（ステップＳ１５４）
。人感センサ１１２が人を検出しなかったということは、近くにユーザ（人）が存在せず
、通信を行う機会は発生しないということになる。そこで、無線ＬＡＮ親機１１の休止モ
ードに設定する。そして、ステップＳ１０１に再度、移行してモード切替部１１１の状態
を確認する。
【００４９】
　ステップＳ１５２において、人感センサ１１２が人を検出した場合（ステップＳ１０５
Ｙｅｓ）、無線ＬＡＮ親機１１が休止モードの場合、休止モードを解除する（ステップＳ
１５３）。人感センサ１１２が人を検出したということは、近くにユーザが存在し、その
ユーザが自身の所有する端末装置５１の電源をオンにして通信を行う場合がある。そこで
、無線ＬＡＮ親機１１の休止モードを解除して端末装置５１との通信を行うことが可能な
状態にする。そして、ステップＳ１０１に再度、移行してモード切替部１１１の状態を確
認する。なお、休止モードとは、例えば、受信に最低限必要な部分に電源を制限した状態
のことを言い、主に省電力化のために使用される。
【００５０】
　ステップＳ１５１において、他の通信装置がある場合（ステップＳ１５１Ｙｅｓ）、無
線ＬＡＮ中継機２１と無線接続が完了したかを判定する（ステップＳ１０４）。無線ＬＡ
Ｎ中継機２１との無線接続が完了した場合（ステップＳ１０４Ｙｅｓ）、無線ＬＡＮ親機
１１の人感センサ１１２が人を検出しているかを判定する（ステップＳ１０５）。
【００５１】
　ステップＳ１０５において、人感センサ１１２が人を検出しなかった場合（ステップＳ
１０５Ｎｏ）、無線ＬＡＮ中継機２１へのアンテナ配分を４本に設定し、ＭＵ－ＭＩＭＯ
通信を行う（ステップＳ１０６）。なお、他の通信装置が要求するアンテナの本数に合わ
せてアンテナ配分を決定してもよい。または、例えば、無線ＬＡＮ中継機２１などの他の
通信装置が無線ＬＡＮ親機１１に配分したのと同数のアンテナの本数を他の通信装置に配
分してもよい。そして、ステップＳ１０５に再度、移行して人感センサ１１２が人を検出
しているかを判定する。
【００５２】
　ステップＳ１０５において、人感センサ１１２が人を検出した場合（ステップＳ１０５
Ｙｅｓ）、無線ＬＡＮ中継機２１へのアンテナ配分を２本に設定する（ステップＳ１０７
）。なお、他の通信装置の要求するアンテナの本数に合わせてアンテナ配分を決定しても
よい。または、無線ＬＡＮ親機１１は、他の通信装置が無線ＬＡＮ親機１１に配分したの
と同数のアンテナの本数を他の通信装置に配分してもよい。次に、無線ＬＡＮ中継機２１
の無線ＬＡＮ親機１１へのアンテナ配分数、すなわち、無線ＬＡＮ中継機２１が何本のア
ンテナで無線ＬＡＮ親機１１と無線接続しているかをチェックする（ステップＳ１０８）
。なお、ステップＳ１０８は、無線ＬＡＮ中継機２１の人感センサ２１２の状態をチェッ
クすることに等しい。そして、無線ＬＡＮ親機１１と接続している無線ＬＡＮ中継機２１
のアンテナが１本であった場合（ステップＳ１０９Ｙｅｓ）、無線ＬＡＮ中継機２１への
アンテナ配分数もこれと同数にする。すなわち、無線ＬＡＮ中継機２１へのアンテナ配分
を１本に設定する（ステップＳ１１０）。次に、後述するステップＳ１１１に移行する。
【００５３】
　また、無線ＬＡＮ親機１１と接続している無線ＬＡＮ中継機２１のアンテナが１本でな
かった場合（ステップＳ１０９Ｎｏ）、無線ＬＡＮ中継機２１へのアンテナ配分を２本に
設定する（ステップＳ１１２）。次に、人感センサ１１２において状態の変化があったか
、すなわち、人を検出したかを判定する（ステップＳ１１１）。人感センサ１１２におい
て状態の変化が無い場合、すなわち、人を検出した場合、再度、ステップＳ１０８に移行
して無線ＬＡＮ中継機２１の無線ＬＡＮ親機１１へのアンテナ配分をチェックする。
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【００５４】
　ステップＳ１１１において、人感センサ１１２の状態に変化が有る場合、すなわち、人
を検出しない場合、再度、ステップＳ１０６に移行して無線ＬＡＮ中継機２１へのアンテ
ナ配分を４本に設定しＭＵ－ＭＩＭＯ通信を行う。次に、再度、ステップＳ１０５に移行
して無線ＬＡＮ親機１１の人感センサ１１２に状態の変化があるかを判定する。
【００５５】
　続いて、中継機モードＭ２で起動した場合の動作について説明する。　
　図６に示すようにステップＳ１０２において、親機モードＭ１ではないと判定された場
合（ステップＳ１０２Ｎｏ）、図７に示すように無線ＬＡＮ装置は中継機モードＭ２で起
動する（ステップＳ１１３）。次に、無線ＬＡＮ中継機２１が無線ＬＡＮ親機１１と無線
接続が完了したかを判定する（ステップＳ１１４）。
【００５６】
　次に、無線ＬＡＮ親機１１の人感センサ１１２の情報をチェックし（ステップＳ１１５
）、無線ＬＡＮ親機１１の無線ＬＡＮ中継機２１へのアンテナ配分をチェックする。この
チェックは、例えば、無線ＬＡＮ親機１１の無線ＬＡＮ中継機２１へのアンテナ配分数の
情報を、無線ＬＡＮ親機１１から無線ＬＡＮ中継機２１に通知することで行ってもよい。
【００５７】
　無線ＬＡＮ親機１１の無線ＬＡＮ中継機２１へのアンテナ配分数が２本以下でないと判
断した場合（ステップＳ１１６Ｎｏ）、無線ＬＡＮ親機１１の人感センサ１１２は人を検
出していないことになる。これは、人感センサ１１２が人を検出していないと、無線ＬＡ
Ｎ中継機２１へのアンテナ配分数を多くできるからである。
【００５８】
　次に、無線ＬＡＮ中継機２１の人感センサ２１２が人を検出しているかをチェックする
（ステップＳ１２１）。人感センサ２１２が人を検出している場合（ステップＳ１２１Ｙ
ｅｓ）、無線ＬＡＮ親機１１へのアンテナ配分を４本に増加して設定しＭＵ－ＭＩＭＯ通
信を行う（ステップＳ１１７）。次に、再度、ステップＳ１１５に移行して無線ＬＡＮ親
機１１の人感センサ１１２の情報をチェックする。人感センサ２１２が人を検出していな
い場合（ステップＳ１２１Ｎｏ）、アンテナ本数の調整はせずに、再度、ステップＳ１１
５に移行して無線ＬＡＮ親機１１の人感センサ１１２の情報をチェックする。
【００５９】
　無線ＬＡＮ親機１１の無線ＬＡＮ中継機２１へのアンテナ配分数が２本以下であると判
断した場合（ステップＳ１１６Ｙｅｓ）、すなわち、無線ＬＡＮ親機１１の人感センサ１
１２が人を検出している場合、無線ＬＡＮ中継機２１の人感センサ２１２が人を検出して
いるかをチェックする（ステップＳ１１８）。
【００６０】
　人感センサ２１２が人を検出していない場合（ステップＳ１１８Ｎｏ）、無線ＬＡＮ親
機１１へのアンテナ配分数を１本に設定する（ステップＳ１１９）。すなわち、人感セン
サ１１２が人を検出し人感センサ２１２が人を検出しなかった場合、無線ＬＡＮ中継機２
１に帰属する端末装置へのアンテナ配分を増加させるため、無線ＬＡＮ親機１１へのアン
テナ配分数を１本に設定する次に、再度、ステップＳ１１５に移行して無線ＬＡＮ親機１
１の人感センサ１１２の情報をチェックする。
【００６１】
　人感センサ２１２が人を検出した場合（ステップＳ１１８Ｙｅｓ）、無線ＬＡＮ親機１
１へのアンテナ配分を２本に設定する（ステップＳ１２０）。人感センサ１１２が人を検
出し人感センサ２１２が人を検出した場合、アンテナ配分を折半することとする。例えば
、無線ＬＡＮ親機１１へのアンテナ配分を２本に設定し、無線ＬＡＮ中継機２１が自身に
帰属する端末装置へのアンテナ配分を２本に設定する。次に、再度、ステップＳ１１５に
移行して無線ＬＡＮ親機１１の人感センサ１１２の情報をチェックする。
【００６２】
　実施の形態１に係る無線ＬＡＮ親機１１は、人感センサ１１２による人の存在の検出結
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果と他の通信装置の有無の条件とに基づいてアンテナ配分を決定する。
【００６３】
　他の通信装置は、例えば、無線ＬＡＮ中継機２１や端末装置５１などである。また、端
末装置５１は、例えば、Ｗｉ－Ｆｉ通信子機などである。また、実施の形態１においては
、無線ＬＡＮ中継機２１は１台で説明したが、複数の無線ＬＡＮ中継機に対してアンテナ
配分を決定してもよい。また、無線ＬＡＮ中継機２１は、無線ＬＡＮ親機１１がモード切
替により無線ＬＡＮ中継機２１に代わった場合も含む。
【００６４】
　この例では、人感センサ１１２及び人感センサ２１２の情報により、無線ＬＡＮ親機１
１及び無線ＬＡＮ中継機２１のそれぞれのアンテナ数を制御する例を示した。これには限
定されない。人が存在してもその人が端末装置を使用して通信を行うとは限らない。その
人が無線ＬＡＮ親機１１又は無線ＬＡＮ中継機２１を介して通信を行わない場合には、人
が存在しない場合と同様な制御を行ってもよい。
【００６５】
　例えば、端末装置の電源のオンオフ状態を検出し、電源がオフ状態の端末装置は、人感
センサにより人が存在していたとしても、その人は存在していないとして判断してもよい
。また、例えば、端末装置の状態を検出し、端末装置がスリープモードの状態においては
、人感センサにより人が存在していたとしてもその人は存在していないとして判断しても
よい。
【００６６】
　実施の形態１においては、無線ＬＡＮ親機は人感センサの情報と他の通信装置の有無の
情報とに基づいて他の通信装置に配分するアンテナ数を効率よく制御する。無線ＬＡＮ親
機は、スマートフォンやＰＣ等のアンテナ数の少ないクライアントを配下に持つ無線ＬＡ
Ｎ中継機に必要以上に多くのアンテナを配分しない制御を行う。
【００６７】
　これにより、例えば、無線ＬＡＮ親機と無線ＬＡＮ中継機とのＭＵ－ＭＩＭＯ通信と、
無線ＬＡＮ中継機と端末装置とのＭＵ－ＭＩＭＯ通信と、を時系列に複数回に分けずに行
うことができ、システム全体のデータ通信の効率が上がりスループットを向上させること
ができる。
【００６８】
　その結果、スループットの向上を図ることができる通信装置及び中継装置を提供するこ
とができる。
【００６９】
　［実施の形態１の比較例］
　次に、実施の形態１の比較例について説明する。
　図８は、実施の形態１の比較例に係るシステムを例示するブロック図である。
　図８に示すように、２階建ての建物の１階には、ＭＵ－ＭＩＭＯ機能を有する無線ＬＡ
Ｎ親機３１と、ＭＵ－ＭＩＭＯ機能を有する端末装置５１と、ＭＵ－ＭＩＭＯ機能を有す
る端末装置５２と、が配置されている。無線ＬＡＮ親機３１は、インターネット網８１に
接続している。無線ＬＡＮ親機３１は、アンテナ３１ａ、３１ｂ、３１ｃ及び３１ｄを備
える。端末装置５１は、アンテナ５１ａを備える。端末装置５２は、アンテナ５２ａを備
える。
【００７０】
　２階建ての建物の２階には、ＭＵ－ＭＩＭＯ機能を有する無線ＬＡＮ中継機４１と、情
報端末装置６１と、が配置されている。無線ＬＡＮ中継機４１はアンテナ４１ａ、４１ｂ
、４１ｃ及び４１ｄを備える。情報端末装置６１はアンテナ６１ａ及び６１ｂを備える。
【００７１】
　アクセスポイントである無線ＬＡＮ親機３１から、クライアントである無線ＬＡＮ中継
機４１、端末装置５１及び端末装置５２にＭＵ－ＭＩＭＯ伝送によるデータ伝送を行う場
合を考える。この場合、無線ＬＡＮ親機３１の４本のアンテナは、端末装置５１、端末装
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置５２、無線ＬＡＮ中継機４１の合計６本のアンテナに対してデータを伝送する。すなわ
ち、アンテナ３１ａ、３１ｂ、３１ｃ及び３１ｄからアンテナ５１ａ、５２ａ、４１ａ、
４１ｂ、４１ｃ及び４１ｄにデータが伝送される。
【００７２】
　アクセスポイントのアンテナ本数よりもクライアントのアンテナ総数の方が多いので、
データは時系列に２回以上に分けて伝送される。この例では、無線ＬＡＮ親機３１の４本
のアンテナから無線ＬＡＮ中継機４１の４本のアンテナに送信し、次に端末装置５１の１
本のアンテナと端末装置５２の１本のアンテナの合計２本のアンテナに送信する。すなわ
ち、アンテナ３１ａ～３１ｄからアンテナ４１ａ～４１ｄに送信し、次にアンテナ５１ａ
とアンテナ５２ａに送信する。このように２回に分けて伝送するので、データの伝送効率
が実施の形態１に比べて低い。なお、無線ＬＡＮ親機３１の４本のアンテナから無線ＬＡ
Ｎ中継機４１の４本のアンテナへの送信をグループ１のＭＵ－ＭＩＭＯ伝送という。無線
ＬＡＮ親機３１の２本のアンテナから端末装置５１の１本のアンテナと端末装置５２の１
本のアンテナの合計２本のアンテナへのデータの送信をグループ２のＭＵ－ＭＩＭＯ伝送
という。
【００７３】
　これ以降、グループ１のＭＵ－ＭＩＭＯ伝送とグループ２のＭＵ－ＭＩＭＯ伝送を、交
互に繰り返してデータが送信される。また、無線ＬＡＮ中継機４１と情報端末装置６１と
の通信においては、グループ１とグループ２とは別のグループ３のＭＵ－ＭＩＭＯ伝送が
行われる。すなわち、グループ３のＭＵ－ＭＩＭＯ伝送では、無線ＬＡＮ中継機４１の４
本のアンテナから情報端末装置６１の２本のアンテナにデータが送信される。無線ＬＡＮ
中継機４１などの一般的な無線ＬＡＮ装置は、受信と送信を同時には行えない。従って、
無線ＬＡＮ中継機４１に対するグループ１のＭＵ－ＭＩＭＯ伝送と、無線ＬＡＮ中継機４
１に対するグループ３のＭＵ－ＭＩＭＯ伝送とは、時系列に切り替えて行われる。
【００７４】
　このように、グループ３のＭＵ－ＭＩＭＯ伝送においては、無線ＬＡＮ中継機４１の４
本のアンテナと情報端末装置６１の２本のアンテナとの間でデータの送受信が行われる。
ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送においては、送信アンテナ本数と受信アンテナ本数は同じ本数である
ことが望ましい。無線ＬＡＮ中継機４１は、必要数以上のアンテナ数でデータを受信して
いる。このため、アンテナ１本当たりのデータの伝送効率が実施の形態１に比べて低い。
【００７５】
　また、無線ＬＡＮ親機３１の４本のアンテナから無線ＬＡＮ中継機４１の４本のアンテ
ナにデータを送信しているタイミングでは、端末装置５１と端末装置５２はデータを受信
することができない。
【００７６】
　［実施の形態２］　
　図９は、実施の形態２に係るシステムを例示するブロック図である。
【００７７】
　図９に示すように、実施の形態２は前述の実施の形態１と比べて、無線ＬＡＮ親機１１
に照度センサ１１８が追加され、無線ＬＡＮ中継機２１に照度センサ２１８が追加されて
いる。照度センサ１１８は、無線ＬＡＮ親機１１の周辺の明るさを検出する。また、照度
センサ２１８は、無線ＬＡＮ中継機２１の周辺の明るさを検出する。取得部１１９は、照
度センサ１１８から明るさに関する情報Ｊ５を取得し、照度センサ２１８から明るさに関
する情報Ｊ６を取得する。制御部１１３は、情報Ｊ２が無線ＬＡＮ中継機２１が有りの場
合、情報Ｊ１と情報Ｊ２と情報Ｊ５と情報Ｊ６とに基づいて複数のアンテナ１１ａ～１１
ｄの配分を決定する。
【００７８】
　先ず、無線ＬＡＮ中継機２１の周辺が暗い場合について説明する。　
　無線ＬＡＮ中継機２１の照度センサ２１８は、無線ＬＡＮ中継機２１の周辺が暗くなっ
たことを検出する。これにより、無線ＬＡＮ中継機２１は２階の人が寝たと判断し、無線
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ＬＡＮ親機１１に配分するアンテナをアンテナ２１ａだけにしてアンテナの数を１本に減
らす制御を行う。アンテナ２１ａは、２階に配置された端末装置５４にも配分される。ま
た、無線ＬＡＮ中継機２１は、他のアンテナであるアンテナ２１ｂ、２１ｃ及び２１ｄを
オフにする制御を行う。
【００７９】
　なお、アンテナを１本だけ残すのは、寝ながらスマートフォンのような端末装置５４が
使用されることを想定しているためである。そして、アンテナ５４ａを有する端末装置５
４は、無線ＬＡＮ中継機２１のアンテナ２１ａとが無線接続されＭＵ－ＭＩＭＯ通信を行
う。
【００８０】
　次に、無線ＬＡＮ親機１１の周辺が明るい場合について説明する。　
　無線ＬＡＮ親機１１の照度センサ１１８は無線ＬＡＮ親機１１の周辺が明るいことを検
出する。これにより、無線ＬＡＮ親機１１は１階の人が寝ていないと判断し、アンテナを
オフにしない制御を行う。そして、１階に配置された３台の端末装置５１～５３に３本の
アンテナが配分される。アンテナ５１ａを有する端末装置５１、アンテナ５２ａを有する
端末装置５２、アンテナ５３ａを有する端末装置５３と無線ＬＡＮ親機１１のアンテナ１
１ｃ、１１ｄ、１１ｂとがそれぞれ無線接続され、ＭＵ－ＭＩＭＯ通信を行う。
【００８１】
　次に、無線ＬＡＮ親機１１の周辺が暗く、無線ＬＡＮ親機１１の周辺に人が存在し、無
線ＬＡＮ中継機２１の周辺が明るく、無線ＬＡＮ中継機２１の周辺に人が存在する場合に
ついて説明する。
　図１０は、実施の形態２に係るシステムを例示するブロック図である。
【００８２】
　図１０に示すように、無線ＬＡＮ親機１１の照度センサ１１８は周辺が暗くなったこと
を検出し、人感センサ１１２は周辺に人がいることを検出する。これにより、無線ＬＡＮ
親機１１は１階の人は寝たと判断し、１階の端末装置に配分するアンテナをアンテナ１１
ｄだけにしてアンテナの数を１本に減らし、アンテナ１１ｃをオフにする制御を行う。な
お、１階の端末装置にアンテナを１本だけ残すのは、寝ながらスマートフォンのような端
末装置５２が使用されることを想定しているためである。
【００８３】
　また、無線ＬＡＮ中継機２１の照度センサ２１８は、周辺が明るいことを検出する。こ
れにより、無線ＬＡＮ中継機２１は、２階の人は寝ていないと判断し、アンテナをオフに
しない制御を行う。この例では、２階に配置された情報端末装置６１に２本のアンテナが
配分されている。アンテナ２１ａと２１ｂとを有する無線ＬＡＮ中継機２１と、アンテナ
６１ａと６１ｂとを有する情報端末装置６１とが、それぞれ２本のアンテナによる無線通
信を行っている。
【００８４】
　次に、無線ＬＡＮ親機１１の周辺が暗く、無線ＬＡＮ親機１１の周辺に人が存在し、無
線ＬＡＮ中継機２１の周辺が明るく、無線ＬＡＮ中継機２１の周辺に人が存在しない場合
について説明する。
　図１１は、実施の形態２に係るシステムを例示するブロック図である。
【００８５】
　この例は、前述の図１１で示した例と比べて、人感センサ２１２が周辺に人がいないこ
としている。この場合、無線ＬＡＮ中継機２１と通信を行う端末装置や情報端末装置の数
は少ないと想定される。これにより、無線ＬＡＮ親機１１から無線ＬＡＮ中継機２１へ中
継されるデータ量も少ないことが想定される。従って、図１１に示すように、無線ＬＡＮ
親機１１と無線ＬＡＮ中継機２１とは、それぞれ１本のアンテナが配分される。そして、
配分先の無いアンテナをオフにする制御が行われる。
【００８６】
　次に、無線ＬＡＮ親機１１の周辺が暗く、無線ＬＡＮ親機１１の周辺に人が存在せず、
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無線ＬＡＮ中継機２１の周辺が明るく、無線ＬＡＮ中継機２１の周辺に人が存在する場合
について説明する。　
　図１２は、実施の形態２に係るシステムを例示するブロック図である。
【００８７】
　図１２に示すように、無線ＬＡＮ親機１１の照度センサ１１８は、周辺が暗くなったこ
とを検出し、人感センサ１１２は周辺に人がいないことを検出する。これにより、無線Ｌ
ＡＮ親機１１は、１階の端末装置にアンテナを配分せずにアンテナをオフにする制御を行
う。この例では、アンテナ１１ｃと１１ｄがオフに制御される。なお、この例では、無線
ＬＡＮ親機１１は、無線ＬＡＮ中継機２１との通信に２本のアンテナが配分されている。
【００８８】
　次に、無線ＬＡＮ親機１１の周辺が暗く、無線ＬＡＮ親機１１の周辺に人が存在せず、
無線ＬＡＮ中継機２１の周辺が明るく、無線ＬＡＮ中継機２１の周辺に人が存在しない場
合について説明する。
　図１３は、実施の形態２に係るシステムを例示するブロック図である。
【００８９】
　この例は、前述の図１２に示す例に比べて、人感センサ２１２が周辺に人が存在しない
としている。この場合、無線ＬＡＮ中継機２１と通信を行う端末装置や情報端末装置の数
は少ないと想定される。これにより、無線ＬＡＮ親機１１から無線ＬＡＮ中継機２１へ中
継されるデータ量も少なくなることが想定される。従って、図１３に示すように、無線Ｌ
ＡＮ親機１１と無線ＬＡＮ中継機２１とは、それぞれ１本のアンテナが配分される。そし
て、配分先の無いアンテナをオフにする制御が行われる。
【００９０】
　ここで、実施の形態２に係るシステムについてまとめる。　
　図１４は、実施の形態２に係るシステムの場合分けを例示した図である。　
　図１４は、人感センサ１１２、２１２の「人あり、人なし」と、照度センサ１１８、２
１８の「明るい、暗い」と、を条件とする。図１４は、１階の無線ＬＡＮ親機１１の照度
センサ１１８と、２階の無線ＬＡＮ中継機２１の照度センサ２１８が、「明るい」又は「
暗い」を検出した場合のアンテナ制御方法を、前述の図５に追加した図である。
【００９１】
　図１４に示すように、照度センサ１１８及び照度センサ２１８のぞれぞれが「明るい」
の場合は、前述した図２～４と同じような制御を行う。また、無線ＬＡＮ中継機２１の照
度センサ２１８が「暗い」を検出した場合、人感センサ１１２、照度センサ１１８、中継
機の人感センサ２１２の状態に関わらず、前述した図９の制御を行う。
【００９２】
　また、無線ＬＡＮ親機１１の人感センサ１１２が「人あり」を検出し、無線ＬＡＮ親機
１１の照度センサ１１８が「暗い」を検出し、無線ＬＡＮ中継機２１の人感センサ２１２
が「人あり」を検出し、無線ＬＡＮ中継機２１の照度センサ２１８が「明るい」を検出し
た場合、図１０で説明した制御を行う。また、無線ＬＡＮ親機１１の人感センサ１１２が
「人あり」を検出し、無線ＬＡＮ親機１１の照度センサ１１８が「暗い」を検出し、無線
ＬＡＮ中継機２１の人感センサ２１２が「人なし」を検出し、無線ＬＡＮ中継機２１の照
度センサ２１８が「明るい」を検出した場合、図１１で説明した制御を行う。
【００９３】
　また、人感センサ１１２が「人なし」を検出し、照度センサ１１８が「暗い」を検出し
、人感センサ２１２が「人あり」を検出し、照度センサ２１８が「暗い」を検出した場合
、図１２で説明した制御を行う。また、人感センサ１１２が「人なし」を検出し、照度セ
ンサ１１８が「暗い」を検出し、人感センサ２１２が「人なし」を検出し、照度センサ２
１８が「暗い」を検出した場合、図１３で説明した制御を行う。
【００９４】
　次に、実施の形態２に係るシステムの動作フローについて説明する。　
　図１５は、実施の形態２に係るシステムの動作を例示したフローチャートである。
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【００９５】
　図１５に示す無線ＬＡＮ中継機２１の動作フローにおいては、前述の図６にステップＳ
２１１～ステップＳ２２１が追加されている。
【００９６】
　ステップＳ２１１においては、無線ＬＡＮ親機１１の照度センサ１１８が「暗い」を検
出しているかを判定し、「暗い」を検出していると判定した場合、ステップＳ２１２に移
行して無線ＬＡＮ親機１１の人感センサ１１２が人を検出しているかを判定する。
【００９７】
　ステップＳ２１２において人を検出しなかった場合、ステップＳ２１３に移行して無線
ＬＡＮ中継機２１に対するアンテナ配分数をチェックする（ステップＳ２１７）。すなわ
ち、無線ＬＡＮ中継機２１が何本のアンテナで無線ＬＡＮ親機１１と無線接続しているか
を無線ＬＡＮ親機１１がチェックする。このチェックは、無線ＬＡＮ中継機２１の人感セ
ンサ２１２の状態をチェックすることに等しい。
【００９８】
　ステップＳ２１４においてアンテナ配分数が１本であった場合（ステップＳ２１４Ｙｅ
ｓ）、無線ＬＡＮ中継機２１へのアンテナ配分を１本に設定し、配分されていない３本の
アンテナをオフにする制御を行う（ステップＳ２１６）。そして、ステップＳ２１１に移
行する。
【００９９】
　ステップＳ２１４においてアンテナ配分数が１本でなかった場合、無線ＬＡＮ中継機２
１へのアンテナ配分を２本に設定し、配分されていない２本のアンテナをオフにする制御
を行う（ステップＳ２１５）。そして、ステップＳ２１１に移行する。
【０１００】
　ステップＳ２１１においては、照度センサ１１８の状態に変化があるかを判定する。ス
テップＳ２１２において、人感センサ１１２が人を検出した場合、無線ＬＡＮ中継機２１
の無線ＬＡＮ親機１１に対するアンテナ配分数をチェックする（ステップＳ２１７）。ア
ンテナ配分数が１本であった場合（ステップＳ２１８Ｙｅｓ）、無線ＬＡＮ中継機２１へ
のアンテナ配分を１本に設定し、端末装置へのアンテナ配分を１本に設定し、配分されて
いない２本のアンテナをオフにする制御を行う（ステップＳ２２０）。そして、ステップ
Ｓ２１１に移行する。
【０１０１】
　アンテナ配分数が１本でなかった場合（ステップＳ２１８Ｎｏ）、無線ＬＡＮ中継機２
１へのアンテナ配分を２本に設定し、端末装置のアンテナ配分を１本に設定し、配分され
ていない１本のアンテナをオフにする制御を行う（ステップＳ２１９）。そして、ステッ
プＳ２１１に移行する。
【０１０２】
　ステップＳ２１１において、照度センサ１１８が周辺は暗くないと判定した場合、アン
テナのオフ設定を解除する（ステップＳ２２１）。そして、ステップＳ１０５に移行する
。ステップＳ１０５以降の制御は、前述の図６の制御と同じである。
【０１０３】
　図１６は、実施の形態２に係るシステムの動作を例示したフローチャートである。　
　図１６に示す無線ＬＡＮ中継機２１の動作フローにおいては、前述の図７にステップＳ
２０１～ステップＳ２０３が追加されている。
【０１０４】
　ステップＳ２０１においては、無線ＬＡＮ中継機２１の照度センサ２１８が、周辺が暗
いかを判定する。照度センサ２１８が暗いと判定した場合（ステップＳ２０１Ｙｅｓ）、
ステップＳ２０２に移行し無線ＬＡＮ親機１１へのアンテナ配分を１本に設定し、配分さ
れていない３本のアンテナをオフにする制御を行う。次に、ステップＳ２０１に移行して
無線ＬＡＮ中継機２１の照度センサ２１８に状態変化があるかを判定する。すなわち、周
辺が暗い場合、無線ＬＡＮ中継機２１のアンテナのうち、３本のアンテナがオフに制御さ
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れる。
【０１０５】
　また、ステップＳ２０１において、照度センサ２１８が周辺は暗くないと判定した場合
（ステップＳ２０１Ｎｏ）、アンテナのオフ設定を解除する（ステップＳ２０３）。そし
て、ステップＳ１１５に移行する。ステップＳ１１５以降の制御ステップは前述の図７で
説明した制御と同様である。
【０１０６】
　実施の形態２において説明した制御は、人感センサと照度センサの検出結果に応じて、
アンテナの配分やオフにするアンテナを制御する。アンテナをオフすることにより消費電
力が削減できる。これにより、ＭＵ－ＭＩＭＯ通信のスループットを低下させずに、無線
ＬＡＮ親機や無線ＬＡＮ中継機の低消費電力化を実現することができる。
【０１０７】
　［実施の形態３］　
　図１７は、実施の形態３に係るシステムを例示するブロック図である。
　図１７に示すように、２階に配置された無線ＬＡＮ中継機２１に加え、１階の子供部屋
に無線ＬＡＮ中継機７１が配置されている。無線ＬＡＮ中継機７１の照度センサ７１８が
、周辺が暗くなったことを検出した場合、無線ＬＡＮ親機１１と無線ＬＡＮ中継機７１と
の無線接続をオフにする制御を行う。この制御により、子供は、寝ながらスマートフォン
などの端末装置５１を操作することができなくなる。
　［実施の形態４］　
【０１０８】
　図１８は、実施の形態４に係るシステムを例示するブロック図である。　
　図１８は、前述の実施の形態１の説明において示した図２と比べて、１階で端末装置５
１を操作する人５１ｕと、端末装置５２を操作する人５２ｕと、アンテナ５３ａを有する
端末装置５３と、端末装置５３を操作する人５３ｕと、がそれぞれ配置されている。また
、２階では、情報端末装置６１に代わってアンテナ５４ａを有する端末装置５４と、端末
装置５４を操作する人５４ｕと、が配置されている。
【０１０９】
　図２においては、１階と２階で人が検出された場合、無線ＬＡＮ中継機２１にアンテナ
１１ａとアンテナ１１ｂとの２本のアンテナを配分し、１階に配置された端末装置５１と
端末装置５２に、アンテナ１１ｃとアンテナ１１ｄとの２本のアンテナを配分した。
【０１１０】
　図１８に示す例においては、１階と２階において検出される人の数に応じてアンテナの
配分数を切替る制御を行う。この例では、１階では３人が検出され、２階では１人が検出
されており、１階におけるアンテナの配分数は、２階におけるアンテナの配分数よりも多
い。すなわち、１階のアンテナの配分数は３本であり、２階のアンテナの配分数は１本で
ある。このような制御は、実際の人の数に応じてアンテナの配分を制御することができる
ので、通信の効率を向上させてさらにスループットを向上させることができる。
【０１１１】
　なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜
変更することが可能である。
【符号の説明】
【０１１２】
１１…無線ＬＡＮ親機　１１ａ～１１ｄ…アンテナ　２１…無線ＬＡＮ中継機　２１ａ～
２１ｄ…アンテナ　３１…無線ＬＡＮ親機　３１ａ～３１ｄ…アンテナ　５１～５４…端
末装置　５１ａ～５４ａ…アンテナ　６１…情報端末装置　６１ａ、６１ｂ…アンテナ　
７１…無線ＬＡＮ中継機　８１…インターネット網　１１１、２１１、３１１…モード切
替部　１１２、２１２、３１２…人感センサ　１１３、２１３…制御部　１１４、２１４
…無線インターフェース部　１１５、２１５…記憶部　１１６、２１６…ＷＡＮポート　
１１７、２１７…ＬＡＮポート　１１８、２１８、３１８…照度センサ　１１９、２１９
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…取得部　Ｍ１…親機モード　Ｍ２…中継機モード

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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